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〔５〕保安施設設置基準 

 

 「保安施設設置基準」については、広島高速道路公社制定「土木工事共通仕様書」〔５〕保安施

設設置基準に基づくこととし、次の「ランプ、暫定区間（片側１車）、料金所の交通規制図につい

て」も併せて保安施設の設置を行うこと。 
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ランプ、暫定区間（片側１車）、料金所の交通規制図について

１．ランプの交通規制について

　広島高速道路計画設計で定める、標準的なランプの横断構成は次の表のとおり。
①横断構成

ランプ種別 左側 右側
3.50 2.50 1.00
(3.25) (1.50) (0.75)

1.25 0.75
(1.00) (0.50)

②規制図の適用について
　Ａ及びＣ規格ランプの交通規制は、次表のとおりとする。

車道が3m以
上確保できる
場合

車道が3m以
上確保できな
い場合

図１ 図２ 図３

車道が3m以
上確保できる
場合

車道が3m以
上確保できな
い場合

― 図２ 図３

２．暫定区間の交通規制 暫定区間横断構成

　暫定区間の交通規制は、次表のとおりとする。
暫定区間 図４

３．料金所の交通規制

　料金所の交通規制は、次表のとおりとする。
1ﾌﾞｰｽ1ﾚｰﾝ 片側交通規制

2ﾌﾞｰｽ2ﾚｰﾝ 図５
3ﾌﾞｰｽ3ﾚｰﾝ 図６

　供用中の広島高速道路で、設備工事を行うために必要な標準的な交通規制図は次のとおりとする。

路肩が2m未満路肩が2.5m
以上確保で
きる場合

Ａ規格ランプ

Ｃ規格

0.50

0.25

横断構成要
素

Ａ規格

車線(m) １方向１車線
路肩(m)

１方向２車線または２方
向２車線の両側

【参考】広島高速道路のランプ道

①広島東IC　１～４号ランプ　　Ａ規格ランプ
②温品JCT　Ａ、Ｂランプ　　　 Ｃ規格ランプ
③仁保ＪＣＴ３，４号ランプ　　Ａ規格ランプ
　　　　　　５，６号ランプ　　Ｃ規格ランプ
④その他の料金所のランプ　　　Ｃ規格ランプ

側帯(m)

0.75

Ｃ規格ランプ

路肩が2.5m
以上確保で
きる場合

路肩が1.25m未満

0.503.25

※片側２車線の上下４車線の本線交通規制は、土木
工事共通仕様書による。

２％

（マーキング帯）
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